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印
度
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平
成
三
〇
年
十
二
月

法
然
の
阿
弥
陀
仏
解
釈

―
『
逆
修
説
法
』
と
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
と
の
関
連
性

―
齋

藤

蒙

光

は
じ
め
に

法
然
の
六
日
に
渡
る
説
法
の
記
録
と
伝
え
ら
れ
る
『
逆
修
説
法
』
で

は
、
各
日
の
説
法
の
前
半
に
お
い
て
「
仏
の
功
徳
を
讃
歎
す
る
」
と
い

う
目
的
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
説
明
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
源
信
の
著

述
が
多
用
さ
れ
る
の
だ
が
、
今
回
は
『
阿
弥
陀
経
略
記
』（
以
下
、『
略
記
』

と
記
す
）
に
注
目
し
た
い
。
法
然
は
『
逆
修
説
法
』
三
七
日
の
仏
徳
讃

歎
に
お
い
て
、
源
信
の
説
と
し
て
、
諸
仏
国
土
に
お
け
る
仏
・
衆
生
の

寿
命
に
関
す
る
四
句
分
別
と
、
阿
弥
陀
仏
の
寿
量
に
関
す
る
解
釈
と
を

紹
介
し
て
い
る
）
1
（

。
そ
の
出
典
が
『
略
記
』
の
「
明
ス二
弥
陀
名
義
ヲ一
」
と
い

う
一
段
）
2
（

に
あ
る
こ
と
は
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
一
段
中
に
は
他
に
も
『
逆
修
説
法
』
の
仏
徳
讃
歎
と
相
似
す
る
記
述

が
多
数
存
在
す
る
。
紹
介
し
て
い
こ
う
。

一
　
仏
身
論

『
略
記
』
の
件
の
文
で
は
、
ま
ず
仏
身
論
が
説
か
れ
る
。

一
切
ノ
諸
仏
ニ
総
ニ
有
二
二
身
一。
一
ニ
ハ
者
真
身
、
住
ス二
報
仏
ノ
土
ニ一
。
二
ニ
ハ
者
応
身
、

住
ス二
同
居
土
ニ一
。
西
方
ノ
化
主
ハ
是
レ
一
応
化
也
。
故
彼
ノ
名
号
亦
随
ㇾツ
テ
応
ニ
立
ツ
。

源
信
は
、
一
切
諸
仏
に
真
身
・
応
身
と
い
う
二
種
の
身
が
あ
る
が
、
西

方
極
楽
浄
土
に
住
ま
う
阿
弥
陀
仏
は
応
化
身
に
該
当
す
る
と
述
べ
る
。

『
逆
修
説
法
』
一
七
日
の
仏
徳
讃
歎
も
仏
身
論
よ
り
始
ま
る
。
そ
こ

で
法
然
は
、「
今
且
ク
以
テ二
真
身
・
化
身
ノ
二
身
ヲ一
、
奉
ルㇾ
讃
二
嘆
シ
弥
陀
ノ

之
功
徳
）
3
（

ヲ一
」
と
述
べ
、
や
は
り
二
身
論
を
用
い
る
。
た
だ
し
法
然
は
、

四
十
八
願
を
発
し
六
度
万
行
を
完
遂
し
た
、
酬
因
感
果
の
阿
弥
陀
仏
こ

そ
が
真
身
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
の
阿
弥
陀
仏
よ
り
「
円
光
」「
来
迎
引

接
」「
摂
取
不
捨
」
の
化
身
な
ど
が
現
わ
さ
れ
る
の
だ
と
説
く
。
つ
ま

り
、
阿
弥
陀
仏
は
真
身
・
化
身
を
共
に
具
え
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

二
　「
無
量
光
」「
無
量
寿
」
の
数
量

『
略
記
』
で
は
、
続
け
て
名
号
解
釈
が
な
さ
れ
る
。
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於
二
阿
弥
陀
ノ
一
ノ
梵
語
ノ
中
ニ一
含
ス二
無
量
光
・
無
量
寿
ノ
義
ヲ一
。
無
量
光
ト
ハ
者
如
ㇾ

文
。
…
総
乄
計
レㇾ
ハ
之
ヲ
、
一
相
ノ
中
ニ
具
ス二
七
百
五
倶
胝
六
百
万
光
明
ヲ一
。
正
使 

和
二
和
シ
億
千
ノ
日
月
ヲ一
、
其
光
熾
燃
ナ
ル
モ
、
不
ㇾ
可
ㇾ
得
ㇾ
比
ス
ル
ヿ
ヲ
。
八
万
四
千
ノ

相
モ
一
一
亦
如
シㇾ
是
ノ
。
無
量
寿
者
、
亦
タ
如
ㇾ
文
。
…『
大
論
』ニ
曰
ク
、「
無
量
億

阿
僧
祇
ト
与
二
恒
河
一
者
多
数
也
、
理
同
シ
」云云
。
諸
文
雖
𪜈ㇾ
異
也
ト
、
彼
土
ノ
寿
量
、

大
都
一
恒
河
沙
数
劫
ナ
ル
ノ
ミ
耳
。

源
信
は
、「
阿
弥
陀
」
は
無
量
光
・
無
量
寿
を
意
味
す
る
と
述
べ
、
そ

の
一
相
あ
た
り
の
光
明
の
総
量
は
「
七
百
五
倶
胝
六
百
万
」
で
あ
り
、

寿
命
の
総
量
は
「
一
恒
河
沙
劫
」
な
の
だ
と
説
明
す
る
。

『
逆
修
説
法
』
三
七
日
の
仏
徳
讃
歎
に
お
い
て
、
法
然
も
「
阿
弥
陀
」

す
な
わ
ち
光
明
・
寿
命
を
話
題
と
し
）
4
（

、
前
述
の
よ
う
に
『
略
記
』
の
寿

量
の
解
釈
を
受
用
す
る
。
光
明
に
関
し
て
は
、『
往
生
要
集
』
よ
り

「
一
ノ々
相
ノ
中
ニ
、
各
具
乄二
七
百
五
倶
胝
六
百
万
ノ
光
明
ヲ一
、
熾
燃
赫 

奕
）
5
（

タ
リ
ト
」
と
引
用
す
る
が
、
続
け
て
「
従
二
一
相
一
所
ㇾ
出
ス
光
明
、
如
シㇾ

斯
ノ
。
況
ヤ
八
万
四
千
ノ
相
ヲ
ヤ
乎
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
、

『
略
記
』
の
「
八
万
四
千
の
相
も
、
一
一
亦
、
是
の
如
し
」
と
い
う
言
葉

と
似
て
お
り
、
法
然
は
『
略
記
』
も
意
識
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

三
　
横
竪
の
益

『
略
記
』
で
は
光
明
・
寿
命
の
説
明
が
続
く
。

此
之
二
義
ハ
、
顕
二
横
竪
ノ
益
ヲ一
。
…
常
光
一
尋
ハ
雖
𪜈ㇾ
常
也
ト
非
ㇾ
偏
。
別
縁
偏
照
ハ

雖
𪜈ㇾ
偏
ト
非
スㇾ
常
ニ
。
此
仏
ノ
光
明
ハ
即
不
ㇾ
如
ㇾ
是
。
経
二
無
量
劫
一
、
偏
ク
照
ス二
十

方
ヲ一
。
問
。
仏
ト
与
二
衆
生
一
寿
同
シ
。
光
明
、
何
カ
故
ニ
不
ルㇾ
尓
ラ
。
答
。
若
威
光

劣
ナ
ラ
ハ
、
尊
重
不
ㇾ
深
。
寿
命
ハ
設
シ
短
ナ
ラ
ハ
、
還
テ
生
ス二
戀
慕
ヲ一
。
故
ニ
凡
ソ
諸
仏

寿
、
随
テㇾ
宜
ニ
不
同
也
。
或
ハ
有
二
仏
ハ
長
ク
衆
生
ハ
短
キ一
、
如
シ二
未
来
花
光
仏
世
ノ一
。

或
ハ
有
二
仏
ハ
短
ク
衆
生
長
キ一
、
如
二
東
方
月
面
如
来
ノ一
、
彼
仏
寿
命
一
日
一
夜
也
。

或
ハ
有
リ二
倶
ニ
長
キ一
、
如
二
極
楽
国
ノ一
。
或
ハ
有
リ二
倶
ニ
短
キ一
、
如
二
今
ノ
仏
世
一
。

源
信
は
、
光
明
は
横
へ
と
広
が
っ
て
十
方
世
界
の
衆
生
を
摂
取
し
、
寿

命
は
竪
に
延
び
て
無
数
劫
の
衆
生
を
摂
取
す
る
の
だ
と
い
う
）
6
（

。
光
明
に

つ
い
て
は
「
常
光
一
尋
」
と
「
別
縁
偏
照
」
と
い
う
二
種
の
光
明
を
挙

げ
、
前
者
は
常
に
照
ら
す
が
十
方
に
は
行
き
渡
ら
ず
、
後
者
は
十
方
に

行
き
渡
る
が
常
に
照
ら
す
訳
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
、

阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
無
数
劫
に
渡
っ
て
十
方
世
界
を
照
ら
す
の
だ
と
解

釈
す
る
。
ま
た
、
寿
命
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
仏
土
に
お
け
る
仏
・
衆

生
の
四
句
分
別
を
記
し
、
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
の
衆
生
の
寿
命
が
と
も
に

長
い
こ
と
を
論
じ
る
。

『
逆
修
説
法
』
三
七
日
の
仏
徳
讃
歎
に
お
い
て
、
法
然
は
前
述
の
通

り
、『
略
記
』
の
寿
命
に
関
す
る
四
句
分
別
を
受
用
す
る
。
ま
た
、
光

明
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

大
方
タ
彼
仏
ノ
光
明
ノ
功
徳
ノ
中
ニ
ハ
備
二タ
リ
如
ノㇾ
是
義
ヲ一
。
細
カ
ニ
明
ハ
者
、
可
ㇾ
有
ル二
多

種
一。
大
ニ
分
テ
有
リㇾ
二
。
謂
ク
一
ニ
ハ
常
光
、
二
ニ
ハ
神
通
光
ナ
リ
也
）
7
（

。

「
常
光
」「
神
通
光
」
と
表
現
は
異
な
る
が
、『
略
記
』
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
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分
類
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
常
光
に
関
し
て
は
、『
往
生
要
集
』
を
参
照

し
て
阿
弥
陀
仏
の
頭
光
も
し
く
は
身
光
な
の
だ
と
述
べ
、
神
通
光
に
関

し
て
は
『
観
経
』
の
「
光
明
遍
照
…
摂
取
不
捨
」
の
文
を
挙
げ
る
。

四
　
名
号
に
対
す
る
密
意

『
略
記
』
は
、
光
明
・
寿
命
の
説
明
の
後
、
独
自
の
名
号
解
釈
を
展

開
す
る
。

若
シ
作
二サ
ハ
観
解
ヲ一
、
無
ハ
者
即
空
、
量
ト
ハ
者
即
仮
、
寿
ト
者
即
中
。
仏
者
三
智 

即
チ
一
心
ニ
具
ス
。
応
ニㇾ
知
ル
、
円
融
三
観
之
智
、
冥
乄二
於
円
融
三
諦
之
境
ニ一
、
万

徳
自
然
ニ
円
ナ
ル
ヲ
名
二
阿
弥
陀
仏
ト一
。
…
問
。
何
カ
故
ニ
不
ㇾ
説
二
仏
ノ
余
ノ
功
徳
ヲ一
。

解
乄
曰
ク
、
諸
ノ
正
敎
ノ
中
ニ
明
乄二
三
世
ノ
仏
ヲ一
、
但
説
ク二
化
用
ノ
差
別
ヲ一
。
不
ㇾ
説
二
内

証
ノ
功
徳
ヲ一
。
即
チ
由
ル二
内
徳
ハ
諸
仏
無
ㇾ
異
、
利
生
方
便
ハ
諸
仏
不
同
ニ一
。
菩
薩
ハ

不
ㇾ
尓
ラ
。
随
ㇾ
位
徳
別
ノ
故
ニ
、
随
テ二
其
人
一
説
二
内
外
ノ
徳
ヲ一
。

源
信
は
、『
阿
弥
陀
経
』
の
密
意
と
し
て
）
8
（

「
阿
弥
陀
三
諦
説
」
を
説
く

が
、「
仏
」
の
一
字
に
つ
い
て
も
「
三
智
即
ち
一
心
に
具
す
」
と
述
べ

る
。「
円
融
三
観
の
智
」
す
な
わ
ち
「
仏
」
が
、「
円
融
三
諦
の
境
」
す

な
わ
ち
「
阿
弥
陀
」
と
冥
合
し
、
万
徳
が
自
ず
と
円
満
す
る
か
ら
「
阿

弥
陀
仏
」
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
源
信
は
、
な
ぜ
『
阿

弥
陀
経
』
は
光
明
・
寿
命
に
つ
い
て
説
く
の
み
で
、
他
の
功
徳
に
言
及

し
な
い
の
か
と
問
い
を
立
て
る
。「
諸
の
正
教
の
中
に
三
世
の
仏
を
明

か
し
て
、
但
、
化
用
の
差
別
を
説
く
。
内
証
の
功
徳
を
説
か
ず
。
即
ち

内
徳
は
諸
仏
に
異
な
り
無
く
、
利
生
の
方
便
は
諸
仏
不
同
に
由
る
」
と

答
え
、
省
略
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
名
号
の
内
に
内
証
の
功

徳
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
。

「
逆
修
説
法
」
四
七
日
の
仏
徳
讃
歎
の
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

仏
ニ
有
二マ
ス
惣
別
ノ
二
功
徳
一
。
先
ツ
惣
ト
ハ
四
智
・
三
身
等
ノ
功
徳
ナ
リ
也
。
一
切
ノ

諸
仏
ハ
内
証
等
ク
具
乄
一
仏
モ
無
ㇾ
異
ヿ
。
故
ニ
、
諸
経
ノ
中
ニ
説
ニ二
仏
ノ
功
徳
ヲ一
、
惣
乄

不
スㇾ
説
二
内
証
ノ
功
徳
一ヲ
ハ
、
唯
別
乄
説
ク二
外
用
ノ
功
徳
ヲ一
也
。
雖
ㇾ
尓
ト
、
為
ニ二
善
根

成
就
ノ一
、
三
身
ノ
功
徳
、
如
ノㇾ
形
ノ
可
シㇾ
奉
ルㇾ
説
）
9
（

キ
。

法
然
は
「
総
」
の
功
徳
と
し
て
円
融
三
智
で
は
な
く
四
智
を
挙
げ
て
は

い
る
が
、『
略
記
』
と
同
様
、
諸
経
に
お
い
て
は
外
用
の
み
が
説
か
れ
、

内
証
の
功
徳
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
言
及
す
る
。
そ
の
上
で
、「
善
根

成
就
の
為
」
と
し
て
、
内
証
の
三
身
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
。

先
ツ
法
身
ト
ハ
者
是
レ
無
相
甚
深
ノ
理
ナ
リ
也
。
一
切
ノ
諸
法
畢
竟
空
寂
ナ
ル
ヲ
即
名
ク二

法
身
ト一
。
次
ニ
報
身
ト
ハ
非
ス二
別
物
ニ一
、
解
リ二
知
ル
彼
ノ
無
相
ノ
之
妙
理
ヲ一
智
恵
ヲ
名
ル二
報

身
ト一
ハ
也
。
所
知
ヲ
ハ
名
ケ二
法
身
ト一
、
能
知
ヲ
ハ
名
二
報
身
ト一
也
。
此
ノ
法
報
ノ
之
功
徳
、

周
二
遍
セ
リ
法
界
ニ一
。
無
ㇾ
不
ㇾ云
ヿ
周
二
遍
菩
薩
・
二
乗
ノ
之
上
ヘ
乃
至
六
趣
・
四
生
ノ

上
一ニ
モ
。
次
ニ
応
身
ト
ハ
者
、
為
ㇾ
済
二
度
セ
ン
カ
衆
生
ヲ一
、
於
テ二
無
際
限
ノ
中
ニ一
示
シ二
際

限
ヲ一
、
於
テ二
無
功
用
ノ
中
ニ一
現
シ二
功
用
ヲ一
給
ヘ
ル
也
）
10
（

。

法
然
は
、
法
身
を
「
所
知
」
と
し
て
の
「
無
相
甚
深
の
理
」、
報
身
を
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「
能
知
」
と
し
て
の
智
慧
と
位
置
付
け
、
法
身
・
報
身
は
別
物
で
は
な

い
と
論
じ
る
。

こ
の
能
・
所
と
い
う
表
現
も
、『
略
記
』
を
踏
襲
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
）
11
（

。
源
信
は
『
阿
弥
陀
経
』
所
説
の
「
執
持
名
号
、
若
一
日
…
七

日
、
一
心
不
乱
」
の
念
仏
を
「
正
因
」
の
行
と
解
釈
し
、
次
の
よ
う
に

解
釈
し
て
い
る
。

若
一
日
二
日
乃
至
若
七
日
、
面
二
向
シ
西
方
ニ一
、
観
ス下
仏
威
光
、
偏
ク
照
シ二
十
方
一、

無
キ上ㇾヲ
所
ロ二
障
碍
ス一
ル
。
称
ㇾス
ル
ヿ
名
ヲ
一
心
ニ
、
念
三
願
シ
生
二セ
ン
ヿ
ヲ
彼
国
土
ニ一
、
浄
信

無
シㇾ
疑
ヒ
。
応
ニ二
如
ㇾ
是
修
ス一
。
…
若
欲
ㇾセ
ハ
修
二セ
ン
ト
深
観
ヲ一
、
見
ヨ二
『
止
観
』ノ
常
行

三
昧
ノ
文
ヲ一
。
或
ハ
観
二セ
ヨ
無
縁
ノ
慈
ヲ一
、
是
レ
即
チ
深
観
惠
也
。
…
意
云
、
無
ト
ハ
者

法
ノ
空
、
即
所
縁
ノ
理
也
。
理
性
ハ
即
チ
是
レ
法
身
ノ
菩
提
ナ
ル
カ
故
也
。『
大
般
若
経
』ニ

云
ク
、「
一
切
法
ノ
空
ヲ
説
テ
為
ス二
法
界
ト一
。
即
此
レ
法
界
ヲ
説
テ
為
ス二
菩
提
ト一
」云云
。
縁
ト

者
能
縁
、
即
是
般
若
也
。
般
若
ハ
即
是
レ
報
身
ノ
菩
提
也
。
慈
悲
利
生
ハ
即
是
解 

脱
也
。
解
脱
即
是
レ
応
身
菩
提
也
。
由
テㇾ
此
ニ
当
ニㇾ
知
ル
。
無
縁
ノ
慈
悲
、
是
レ
即
チ
諸

仏
三
身
万
徳
也
。
故
『
大
般
若
』ニ
云
ク
、「
諸
仏
如
来
ノ
所
有
功
徳
、
大
悲
・
般

若
ノ
二
法
ヲ
為
スㇾ
性
ト
。
離
二
分
別
想
一
、
無
二
功
用
一
。
利
二
楽
乄
有
情
ヲ一
、
無
シ二
ト 

時
ト
乄
暫
捨
ル一
ヿ
。」已上 

雖
𪜈ㇾ
言
フ二
二
法
ト一
即
具
ス二
三
徳
ヲ一
。
智
及
智
処
為
ス二
般
若
ヲ一
、
故

離
分
別
ノ
言
、
兼
テ
顕
ス二
法
身
ヲ一
。
無
二
分
別
一
、
一
切
法
常
住
ナ
リ
。
乃
至
補
処
ノ

所
有
ノ
徳
、
皆
是
レ
如
来
功
徳
ノ
一
分
也
。
応
ㇾ
知
。
十
方
三
世
ノ
仏
衆
法
界
ハ
、

不
ㇾ
出
二
無
縁
ノ
慈
悲
ノ
光
外
ニ一
。
此
中
ノ
法
身
、
偏
乄二
自
他
ノ
身
ニ一
、
凝
然
常
住
乄
法

界
ノ
性
ナ
ル
カ
故
ニ
、
般
若
解
脱
、
雖
𪜈ㇾ
無
シ二
ト
事
用
一
、
無
始
時
ヨ
リ
来
タ
理
性
常 

然
也
。
行
人
、
応
ニ二
念
願
ス一
。
由
二ル
カ
無
縁
ノ
慈
光
明
ニ
所
ル一ㇾル
ニ
照
サ
故
ニ
、
得
ㇾ
顕
二

自
他
ノ
身
本
三
身
ノ
性
）
12
（

ヲ一
。

源
信
は
、
称
名
と
と
も
に
仏
の
威
光
を
観
じ
る
よ
う
勧
め
、
も
し
密
意

と
し
て
深
観
を
修
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、「
無
縁
の
慈
悲
」
よ
り
光

明
が
放
た
れ
て
い
る
こ
と
を
観
じ
よ
と
勧
め
る
。「
無
」
は
「
所
縁
」

の
理
性
す
な
わ
ち
法
身
の
菩
提
、「
縁
」
は
「
能
縁
」
の
般
若
す
な
わ

ち
報
身
の
菩
提
と
位
置
付
け
、「
慈
悲
利
生
」
は
解
脱
す
な
わ
ち
応
身

の
菩
提
な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
諸
仏
の
三
身
万
徳
が
集
約
さ
れ
る
と
い

う
。
ま
た
源
信
は
、
法
身
・
報
身
・
応
身
の
三
徳
は
分
別
を
離
れ
て
お

り
、
分
別
を
離
れ
た
な
ら
ば
一
切
法
常
住
な
の
だ
か
ら
、
十
方
三
世
の

仏
衆
法
界
は
す
べ
て
仏
の
無
縁
の
慈
悲
の
光
に
含
ま
れ
る
の
だ
と
論
じ

る
。
そ
し
て
、
三
身
の
中
で
も
法
身
す
な
わ
ち
理
性
は
、
般
若
・
解
脱

の
い
ま
だ
顕
現
し
な
い
無
始
の
昔
よ
り
自
他
身
中
に
あ
り
続
け
る
の
だ

か
ら
、
慈
悲
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
た
行
者
の
内
に
は
、
自
他
の
身
や
三

身
の
性
が
顕
れ
て
く
る
の
だ
と
論
じ
る
。

法
然
が
「
能
縁
」「
所
縁
」
で
は
な
く
「
能
知
」「
所
知
」
と
し
た
の
は
、

『
略
記
』
に
お
い
て
『
大
般
若
波
羅
多
経
』
の
「
諸
仏
如
来
の
所
有
功

徳
、
大
悲
・
般
若
の
二
法
を
性
と
為
す
。
分
別
想
を
離
れ
、
功
用
無

し
。」
と
い
う
文
が
引
用
さ
れ
、「
二
法
と
言
う
と
雖
も
、
即
ち
三
徳
を

具
す
。
智
及
び
智
処
、
般
若
を
為
す
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

拠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
法
然
が
、
応
身
に
つ
い
て
「
衆
生
を
済
度

せ
ん
が
た
め
に
、
無
際
限
の
中
に
於
て
際
限
を
示
し
、
無
功
用
の
中
に

於
て
功
用
を
現
じ
給
え
る
な
り
」
と
説
明
す
る
の
は
、
三
徳
の
中
の

「
大
悲
」
す
な
わ
ち
応
身
の
位
置
付
け
を
下
げ
て
、『
大
般
若
経
』
の
「
分
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別
想
を
離
れ
、
功
用
無
し
」
と
い
う
表
現
を
反
転
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
法
然
は
『
略
記
』
に
則
り
つ
つ
三
身
を
説
明
す
る

が
、「
此
の
法
報
の
功
徳
、
法
界
に
周
遍
せ
り
」
と
、
法
身
の
み
な
ら

ず
報
身
の
功
徳
も
法
界
に
遍
満
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
法
身
に

重
き
を
置
く
『
略
記
』
の
「
無
縁
の
慈
悲
」
釈
と
比
較
し
た
な
ら
ば
、

人
格
的
な
報
身
の
は
た
ら
き
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
逆
修
説
法
』
六
七
日
の
仏
徳
讃
歎
の
冒
頭
に
は
、
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

名
号
ノ
功
徳
ハ
、
一
切
ノ
諸
仏
ニ
皆
、
有
二マ
ス
二
種
ノ
名
号
一
。
謂
ク
通
号
ト
別
号
ト

也
。
…
阿
弥
陀
仏
ニ
モ
有
二マ
ス
通
号
・
別
号
一
。
阿
弥
陀
ト
ハ
者
別
号
也
。
此
ニ
ハ
云
二

無
量
寿
・
無
量
光
ト一
。
此
ノ
別
号
ノ
功
徳
ハ
、
前
ニ々
奉
リㇾ
尺
候
キ
。
通
号
ト
ハ
者 

云
フㇾ
仏
ト
是
ナ
リ
也
。
一
切
ノ
諸
仏
、
皆
、
具
二下
ヘ
リ
此
ノ
名
一ヲ
。
一
仏
モ
無
ㇾ
替
ル
ヿ
。

仏
ト
ハ
者
具
ニ
ハ
云
二
仏
陀
）
13
（

ト一
。

法
然
は
、「
阿
弥
陀
」
の
別
号
は
無
量
寿
・
無
量
光
を
意
味
す
る
の
だ

と
再
度
確
認
し
た
上
で
、
通
号
の
「
仏
」
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
説
明

の
中
で
法
然
は
、『
往
生
要
集
』
よ
り
、
様
々
な
功
徳
が
み
な
同
等
で

あ
る
か
ら
「
仏
陀
」
な
ど
と
呼
称
す
る
の
だ
と
述
べ
る
文
を
引
用
す

る
。
ま
た
『
西
方
要
決
』
の
文
を
引
用
し
て
、
名
号
の
功
徳
が
殊
勝
で

あ
る
の
も
、
願
行
を
成
就
し
た
こ
と
を
表
す
「
仏
」
の
一
字
の
た
め
だ

と
主
張
し
、
そ
の
文
を
「
阿
弥
陀
」
の
三
字
の
解
釈
に
用
い
る
永
観
の

『
往
生
拾
因
』
に
つ
い
て
、「
尺
二
成
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
別
号
ノ
功
徳
ノ
大
善
ナ
ル

様
ヲ一
者
僻
事
也
）
14
（

」
と
批
判
す
る
。
続
け
て
「
然
ニ
、
阿
弥
陀
ノ
三
字
ヲ 

付
キㇾ
名
ニ
給
ヘ
ル
故
ニ
、
功
徳
殊
勝
ナ
ル
仏
ニ
テ
坐
マ
ス
様
ニ
申
ス
人
モ
候
。
其
レ
ハ

僻
事
ニ
テ
候
也
」
と
同
内
容
の
批
判
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
法

然
の
批
判
は
永
観
以
外
に
も
及
ぶ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

法
然
は
、『
逆
修
説
法
』
三
七
日
の
仏
徳
讃
歎
の
説
法
に
お
い
て
阿

弥
陀
仏
の
寿
命
を
説
明
す
る
際
に
、
源
信
の
『
略
記
』
の
「
弥
陀
の
名

義
を
明
か
す
」
一
段
の
解
釈
を
受
用
す
る
。
そ
の
一
段
と
『
逆
修
説

法
』
の
仏
徳
讃
歎
の
間
に
は
、
他
に
も
①
二
身
論
を
説
く
、
②
二
種
の

光
明
を
挙
げ
る
、
③「
阿
弥
陀
」
の
三
字
の
み
な
ら
ず
「
仏
」
の
一
字

に
も
注
目
す
る
、
④
名
号
に
外
用
の
み
な
ら
ず
内
証
の
功
徳
も
含
ま
れ

る
と
解
釈
す
る
、
な
ど
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
法
然
は
『
略
記
』
の

論
理
的
枠
組
み
を
共
有
し
な
が
ら
、『
逆
修
説
法
』
の
仏
徳
讃
歎
の
説

法
を
構
成
し
た
可
能
性
が
高
い
。

た
だ
し
、
両
書
の
間
に
は
相
違
点
も
見
ら
れ
る
。『
略
記
』
は
、
経
の

顕
意
の
説
明
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
仏
を
応
化
身
と
位
置
付
け
、
そ
の
光

明
は
「
常
光
一
尋
」「
別
縁
偏
照
」
の
光
と
異
な
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、

経
の
密
意
の
説
明
に
お
い
て
は
「
阿
弥
陀
三
諦
説
」
を
説
き
、
称
名
の

み
な
ら
ず
「
無
縁
の
慈
悲
」
を
観
じ
る
こ
と
を
勧
め
る
。「
無
縁
の
慈

悲
」
釈
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
が
諸
仏
の
万
徳
三
身
に
ま
で

拡
大
解
釈
さ
れ
、
三
身
の
中
で
も
法
界
に
常
住
す
る
法
身
が
重
視
さ
れ
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る
。
そ
れ
に
対
し
て
法
然
は
、
阿
弥
陀
仏
は
真
身
と
化
身
、
常
光
と
神

通
光
の
い
ず
れ
を
も
具
え
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
三
身
の
説
明
に

お
い
て
は
、『
略
記
』
の
「
無
縁
の
慈
悲
」
釈
を
援
用
し
つ
つ
も
、
人
格

仏
で
あ
る
報
身
の
は
た
ら
き
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
六
七
日
に
お
い
て

は
、「
阿
弥
陀
」
の
別
号
よ
り
も
、
願
行
を
成
就
し
た
人
格
身
で
あ
る
こ

と
を
示
す
「
仏
」
の
通
号
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
略
記
』
と
比
較
す
る
こ
と
で
、『
逆
修
説
法
』
仏
徳

讃
歎
に
お
け
る
法
然
の
意
図
や
独
自
性
を
、
よ
り
明
確
に
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

1　
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
写
本
集
成
』
一
巻
一
九
三
―
一
九
四
頁
。

2　
『
恵
心
僧
都
全
集
』
一
巻
三
九
九
―
四
〇
一
頁
。

3　
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
写
本
集
成
』
一
巻
一
四
一
頁
。

4　
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
写
本
集
成
』
一
巻
一
八
三
頁
。

5　
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
写
本
集
成
』
一
巻
一
八
三
―
一
八
四
頁
。『
往
生
要

集
』
第
四
大
文
「
正
修
念
仏
」、
観
察
門
の
雑
略
観
（『
浄
全
』
十
五
・

八
四
頁
上
）。

6　

法
然
は
『
三
部
経
釈
』（『
昭
法
全
』
三
二
頁
）
に
お
い
て
、
こ
の
「
横

竪
の
益
」
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
受
用
し
て
い
る
。

7　
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
写
本
集
成
』
一
巻
一
八
七
頁
。

8　

村
上
論
文
に
お
い
て
「
観
解
」「
深
観
」
な
ど
が
『
阿
弥
陀
経
』
の
密
意

を
指
し
示
す
語
句
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

9　
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
写
本
集
成
』
一
巻
二
一
七
頁
。

10　
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
写
本
集
成
』
一
巻
二
一
七
―
二
一
八
頁
。

11　

曽
根
論
文
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

12　
『
恵
心
僧
都
全
集
』
一
・
四
一
一
―
四
一
二
頁
。

13　
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
写
本
集
成
』
一
巻
二
六
四
―
二
六
五
頁
。

14　
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
写
本
集
成
』
一
巻
二
六
七
頁
。

〈
一
次
文
献
〉

法
然
『
逆
修
説
法
』
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
写
本
集

成
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
出
版
室
、
二
〇
一
一

源
信
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
比
叡
山
専
修
院
・
叡
山
学
院
編
『
恵
心
僧
都
全

集
』
第
一
巻
、
思
文
閣
、
一
九
二
七

〈
二
次
文
献
〉

香
月
乗
光
「
法
然
教
学
に
於
け
る
称
名
勝
行
説
の
成
立
」『
仏
教
文
化
研
究
』

第
四
号
、
一
九
五
四

村
上
明
也
「
源
信
に
お
け
る
「
無
量
寿
三
諦
説
」
成
立
の
再
考
」『
仏
教
学

研
究
』
第
六
四
号
、
二
〇
〇
八

安
孫
子
稔
章
「『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
源
信
の
影
響
に
つ
い
て
」『
仏
教
文

化
学
会
紀
要
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
六

曽
根
宣
雄
「『
逆
修
説
法
』
四
七
日
の
三
身
論
と
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
の
三

身
論
に
つ
い
て
」『
仏
教
論
叢
』
第
六
一
号
、
二
〇
一
七

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
法
然
、『
逆
修
説
法
』、『
阿
弥
陀
経
略
記
』、
阿
弥
陀
仏
、

仏
身

（
東
海
学
園
大
学
専
任
講
師
、
博
士
（
文
学
））


